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商 品 概 要 説 明 書 
 

２０２６年１月１３日現在 

 

商品名：雲南支店開設記念定期預金 

販売対象 個人（個人事業主を含む）・法人 

募集総額 ５０億円 

取扱期間 
２０２６年１月１３日（火）～２０２６年３月３１日（火） 

※ただし、募集金額５０億円に達した時点で本定期預金の取扱いを終了いたします。 

対象定期預金 自由金利型定期預金＜Ｍ型＞（スーパー定期）（自動継続型） 

預入期間 １年・３年・５年 

預入 

預入方法 一括預入 

預入金額 

３０万円以上 

※１口座のお預け入れ金額が１，０００万円以上の場合も大口定期の取扱いとはなり

ません。また、満期日に自動継続する場合もスーパー定期となります。 

預入原資 

【スペシャルプラン】 

現金または振込等にて当金庫に新たにお預け入れいただく資金 

【通常プラン】 

当金庫にお預入れいただいている資金に、現金または振込等にて新たに３０％以上の

増額をいただく資金 

預入単位 １円単位 

払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。 

利息 

適用金利 

預入期間 
【スペシャルプラン】 
ニューマネー限定 

【通常プラン】 
預け替え資金＋ニューマネー 

１年 年０．８００％ 年０．６００％ 

３年 年０．９５０％ 年０．７５０％ 

５年 年１．１００％ 年０．９００％ 
 

利払方法 

【スーパー定期（単利型）】 

預入期間２年未満のものは満期日以後に一括して支払います。預入期間２年以上のも

のは中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１

年毎の応当日）以後および満期日以後に分割して支払います。 

なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払

日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率×７０％）により計算します。 

【スーパー定期（複利型）】 

満期日以後に一括して支払います。 

計算方法 

【スーパー定期（単利型）】 

付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算 

【スーパー定期（複利型）】 

付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算で６か月毎の複利計算 
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商品名：雲南支店開設記念定期預金 

税金 

・個人（個人事業主を含む）のお客さまは、２０１３年１月１日から２０３７年１２

月３１日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されますので、

２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金がかかります。（ただ

し、マル優を利用の場合は除きます。） 

・法人のお客さまは総合課税となります。 

寄付 
お預入れ総額の０．０１％を雲南市を通じて雲南市の桜まつりへ寄付いたします。 

（お客さまのご負担はございません） 

手数料 ― 

付加できる特約事

項 

・「総合口座」の担保とすることができます。（貸越利率は担保定期預金の約定利率

に０．５％上乗せした利率） 

・マル優の取扱いができます。 

中途解約時の取扱

い 

解約時の普通預金利率により計算した期限前解約利息とともに支払います。なお、中

間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 

金利情報の入手方

法 
店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 

苦情処理措置・紛

争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営企画部（９時

～１７時、電話：０８５２－２３－５５０５）にお申し出ください。 

紛争解決措置 東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）、第一東京弁護士

会（電話：０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：

０３－３５８１－２２４９）の仲裁センター等で紛争の解決を図るこ

とも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、

上記経営企画部または全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：０

３－３５１７－５８２５）にお申し出ください。 

その他参考となる

事項 

・１口座の預入金額が３０万円以上であれば、何口でもお預け入れいただけます。 

・この商品の取扱要領は、金融環境等の変化により変更させていただくことがありま

す。変更させて頂いた取扱要領は募集期間中店頭に表示いたします。 

・この商品は、金融環境等の変化により止むを得ず募集を中止させていただくことが

あります。 

・特別金利が適用になるのは、当初のお預け入れ期間のみとなり、満期継続後は継続

時のスーパー定期の店頭表示利率を適用します。 

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算し

ます。 

預金保険について 

・預金保険制度の対象となります。 

・預金保険によって元本１，０００万円までとその利息が保護の対象となります。

（当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計し 

 て１，０００万円までとその利息等が保護されます。） 

 

 

 

 


